
 

 

 

 

 

 

 

災害に対する安全性の確保と商業活性化が望まれる商業地において、事業用の建物所有者

の耐震化の取組みに対して一定の財政的支援を行うことにより、安全でにぎわいのあるまちづくり

を促進するため、商業系地域（商業地域・近隣商業地域）内にある店舗・事務所などの非住宅用途

の建物所有者の方に、耐震事業（耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え）に要した費用の一部を助

成します。  

                                                                                                                 

次の要件①～⑦のすべての要件を満たす市内の民間建築物 

① 昭和 56年 5月 31日以前に着工されたもの 

② 当該敷地の過半が商業地域及び近隣商業地域内にあるもの 

③ 当該建築物の延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの 

（建替えの場合は、建替え後も、延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの） 

④ 延べ面積が 3,000㎡未満であるもの （建替えの場合は、建替え後も、延べ面積が 3,000㎡

未満であるもの） 

⑤ 耐震事業ごとに、下記要件を満たすもの 

補強設計  

・耐震診断の結果、耐震性がないもので、補強設計内容が耐震性を有するもの 

・評定機関による耐震改修計画評定等を取得しているもの（耐震改修促進法 14条 1号の特定 

既存耐震不適格建築物または市長が認める建築物の場合） 

・建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計と同時に

行うものであるもの 

耐震改修   

・補強設計に基づいて耐震改修をするもの 

・建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする改修と同時に 

行うものであるもの 

建替え  

・木造建築物 → 建替え後に耐火・準耐火建築物であるもの 

・非木造建築物 → 本助成を受けた耐震診断の結果、耐震性がないもので、建替え後に耐火・

準耐火建築物であるもの 

 耐震性がない … 木造は Iw値 1.0未満、非木造は Is値 0.6未満のものをいう。 

 耐震性を有する … 木造は Iw値 1.0以上、非木造は Is値 0.6以上のものをいう。 

  ⑥ 対象費用について他の補助金等の交付を受けないもの 

   

制度の概要 

助成対象建築物 

ご 案 内 
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安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震事業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所有の建物は？ 

Ⓐ 木造建築物 

Ⓑ 木造以外の建築物 

 Ⓑ Ⓐ  

建替え助成 

 費用の 1/2で限度額は 

 延べ面積100㎡までは20万円

＋１㎡超えるごとに 1000円 

（上限 310万円） 

 

補強設計助成 

 費用の 1/2で限度額は 

 木造 10万円、非木造 20万円 

 耐震改修計画評定等取得建築物 100万円  

 耐震改修助成 

 費用の 1/2で限度額は 

 延べ面積 100㎡までは 20万円 

＋１㎡超えるごとに 1000円 

（上限 310万円） 

耐震診断をしたい → Ⓐへ進む 

建替えをしたい → Ⓑへ進む 

 

耐震診断助成  

 費用の 1/2で限度額は 

 木造 10万円、非木造 20万円 

結果 Ⓐ 耐震性なし 

Ⓑ 耐震性あり 

 Ⓐ 

 Ⓑ 

 安全性が 

確認できました。  

 
耐震診断をしたい → 次へ進む 

 

補強設計をしたい → Ⓐへ進む 

建替えをしたい → Ⓑへ進む 

 

耐震改修をしたい → Ⓐへ進む 

建替えをしたい → Ⓑへ進む 

 

Ⓐ  

 

     

 

 

  

Ⓐ  

 Ⓑ Ⓐ  

 Ⓑ 

Ⓑ 



 

耐震事業に要した費用（消費税を除く）の１／２で、限度額は下記となります。 

耐震診断  木造 10万円、非木造 20万円  

補強設計  木造 10万円、非木造 20万円、耐震改修計画評定等取得建築物 100万円 

耐震改修  延べ面積が 100㎡以下 → 20万円 

延べ面積が 100㎡超 →  20万円＋１㎡超えるごとに 1000円（上限 310万円）  

建替え    既存建物の延べ面積に対して耐震改修と同様 

※ 助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てとします。 

※ 年間の助成金の交付総額は、市の予算額を限度とします。 

 

 

助成対象建築物を所有する者 

（ただし、区分所有建築物にあっては建物の区分所有に関する法律（以下「区分所有法」という）第

３条に規定する団体若しくは区分所有者の集会の決議で決定された代表者又は区分所有法第 47

条第１項に規定する法人とし、共有建築物にあっては共有者の全員によって合意された代表者とす

る。） 

 

 

  

耐震診断は、以下基準に基づいて行ってください。 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律 

・耐震診断基準（㈶日本建築防災協会）（「木造住宅の耐震診断と補強方法」含む） 

 

 

耐震診断は、以下の者により実施してください。 

・㈳東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者  

・建築士で市長が認める者 

・㈶日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者 

 

 

 

耐震改修を行うときは、必ず、次の①から③のいずれにも該当するものによる工事監理を受けてく

ださい。 

① 一級建築士、二級建築士もしくは木造建築士 

② 耐震改修に関する専門的な技術を有する者 

③ 当該改修工事を行う施工者に属さないもの。 

工事監理に際し、工事記録写真帳（施工前・施工中・施工後が判る）を作成し、工事完了時に提

出してください。 

 

 

助成内容 

助成対象者 

耐震診断基準 

準 

耐震診断の実施者 

工事監理 

準 
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事前協議票（第１号様式）  必ず、事前に協議・申請をして下さい。 

● 耐震改修の内容が確認できる書類（図面等）（耐震改修・建替えの場合） 

● 確認申請書、確認通知書、検査済証の写し（ある場合） 

● 耐震事業の実施を決議したことがわかる書類（区分所有建築物の場合） 

● 耐震改修計画評定書等（特定建築物の耐震改修の場合） 

助成申請書（第２号様式） 

● 所有者が確認できる書類 

● 建築時期が確認できる書類 

● 耐震事業費用の見積書の写し 

● 代表者を確認できる書類（共有の場合） 

 

市から交付決定通知書（第３号様式） を送付、受領後、 

耐震事業を実施してください。 

完了報告書（第６号様式） 申請年度内に事業を完了してください。 

● 耐震事業費用の領収書の写し 

● 耐震事業費用明細書の写し 

● 耐震事業の結果を確認できる書類の写し 

● 工事監理報告書（第７号様式）（耐震改修の場合） 

● 工事写真等（耐震改修の場合） 

● 完了検査済証の写し（建替えの場合） 

市から交付確定通知書（第８号様式） 送付、受領後、 

市へ交付請求書（第９号様式） を提出してください。 

口座に助成金が振り込まれます。 

① 

市へ 

事前協議票 

を提出 

② 

市へ 

助成申請書 

を提出 

 

④ 

業に着手 
③ 

市から 

通知送付、 

耐震改修 

実施 

④ 

市へ 

完了報告書 

を提出 

⑤ 
市へ 

請求書を提出 

⑥ 

助成金を受領 


